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Chlorine G
as generation test

写真：試験風景

洗剤の注意書きに下記文言の記載（特別注意事項の表示）有無を決定する為に
【塩素ガス発生試験】を行うことが求められています（消費者庁関連資料）。

＜酸性タイプ＞
・「まぜるな危険」
・「酸性タイプ」
・塩素系の製品と一緒に使う（混ぜる）と有害な塩素ガスが出て危険である旨

＜塩素系＞
・「まぜるな危険」
・「塩素系」
・酸性タイプの製品と一緒に使う（混ぜる）と有害なガスが出て危険である旨
・目に入った時は、すぐに水で洗う旨
・子供の手に触れないようにする旨
・必ず換気を良くして使用する旨

写真：試験結果
（上段：試験前の検知管、下段：試験後の検知管）

写真：試験装置内ビーカー部近景
（ビーカーに検査試料を入れた後、 基準溶液を加えた様子）

【雑貨工業品品質表示規定準拠の「塩素ガス発生量測定装置」による試験】

↓試験の様子↓

会社HP 分析無料ご相談

塩素ガス発生試験サービス
雑貨工業品品質表示規定の試験
（二十七合成洗剤、洗濯用又は台所用の石けん及び住宅用又は家具用の洗浄剤）


